
【　参　考　】

　い、その代替措置として住民生活の利便性向上

　を目的として、岐阜乗合自動車株式会社に運行

　委託している。

月　～　土 日 祝 日 月　～　金 土・日祝日 月　～　金 土・日祝日

２　本 ― ２　本 ２　本 １７　本 １７（１６）本

高富町役場 → 赤　　尾 １　本 ― １　本 １　本 塩後等 → 岐阜駅前等 １８　本 １７　本

月　～　土 日 祝 日 月　～　金 土・日祝日 月　～　金 土・日祝日

６　本 ５　本 ６　本 ６　本 ８　本 ８　本

高富町役場→大桑雉洞 ５　本 ５　本 ７　本 ７　本 出　　戸 → 岐阜駅前等 １０　本 １０　本

月　～　土 日 祝 日 月　～　金 土・日祝日 月　～　金 土・日祝日

４　本 ― ４　本 ４　本 ８　本 ８（７）本

４　本 ― ４　本 ４　本 ８　本 ８（７）本

（注）　伊自良長滝～伊自良キャンプ場：夏季キャ （注）１．本数は、終着点前の通過点止まりも含む。

　　 ンプ開催中のみ運行（③は②の内数） 　　　２．（ ）内は、日祝日のみ運行する本数

七 日 市 → 高富町役場　 新岐阜 → 伊自良キャンプ場 谷　　合 → 神　　崎

高富町役場 → 七 日 市 伊自良キャンプ場 → 新岐阜 神崎等 → 徳永口

    始　　発 → 終　　着　　     始　　発 → 終　　着　　    始　　発 → 終　　着　　

伊自良長滝 → 新岐阜

③　梅原線（バス停　２５箇所）　　 ③　黒野線（村内のみのバス停　１３箇所）　　 ③　神崎線（町内のみのバス停　１０箇所）　　

    始　　発 → 終　　着　　     始　　発 → 終　　着　　    始　　発 → 終　　着　　

大桑雉洞→高富町役場　 新岐阜 → 伊自良長滝　　 新岐阜 → 出　　戸　　　

伊自良役場前→新岐阜

②　大桑線（バス停　３７箇所）　　 ②　黒野線（村内のみのバス停　１２箇所）　　 ②　板取線（町内のみのバス停　１０箇所）　　

路線及び本数等

①　赤尾線（バス停　２５箇所）　　 ①　黒野線（村内のみのバス停　６箇所）　　 ①　岐北線（町内のみのバス停　３６箇所）　　

    始　　発 → 終　　着　　     始　　発 → 終　　着　　    始　　発 → 終　　着　　

赤　　尾 → 高富町役場　 新岐阜→伊自良役場前　 新岐阜等 → 塩　　後　　　

割引制度等 無　　し 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

支払方法 　　現金又はハーバス専用回数券のみ 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

　赤字欠損額を村単独で負担している。 　阜乗合自動車株式会社に運行委託をしている。

料
　
　
金
　
　
等

料　　　　金 　　大人・子供とも２００円　（未就学児は無料） 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

回　数　券 　　１，０００円　（１０枚綴り） 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

　　公共交通バス路線（岐北・板取・神崎線）の廃

  民生活の安定、向上に資するため、岐阜乗合バ 　止に伴い、その代替措置として住民生活の交通

  ス黒野線の運行業務のうち、伊自良区間に係る 　手段を確保し、公共の福祉向上を図るため、岐
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名　　　　 称
自　 主 　運 　行 　バ 　ス

自　 主 　運 　行 　バ 　ス
ハーバス「ＨＥＲＢ（香りのする草）＋ＢＵＳ（バス）」

概　　　　 要

　　公共交通バス路線（大桑・梅原線）の廃止に伴 　  公共交通バス路線（梅原線）の廃止に伴い、住

項　　　　　　　目 高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

調 整 の方 針

      　高富町及び美山町の自主運行バス（道路運送法第２１条に基づくもの）については、当面、現行の制度を新市に引き継ぐものとする。　　　　　　　　　

　　　　①　 新市において、高富町の自主運行バス梅原線については、伊自良村長滝まで延長し、日祝日も運行するものとする。

　　　　②　 料金体系については、３区間を設定し、移動区間に応じて、１００円・２００円・３００円の３種類とする。

　　　　③　 回数券は１００円券の１１枚綴りとし、金額は１，０００円とする。
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《例示》　片道料金

塩 後 ⇔ 高富北町
　　　　  　　 ８８０円
　
出 戸 ⇔ 高富北町
　　　　    　６３０円
　
神 崎 ⇔ 谷     合
　　　　　 　 ４１０円
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　　 ①　ダイヤ改正　　

法令根拠 道路運送法第２１条 道路運送法第２１条

　　　　 ・　美山南中学校

　　　　　　　　青波地区

　　　　 ・　美山北中学校

　　　　　　　　北山、葛原（八月以西）地区

　　　　 ・　いわ桜小学校

　　　　　　　北山、葛原（神有以西）、笹賀、徳永、

　　　　　　　　椿地区

　　 ②　運行経路の改正 　　③　送迎コース２ヶ月ごとに変更　　   ②　通学に係るバス料金は、次の区分により免

　　④　使用料は無料　　 　 除している。

  建議をする。 　　①　マイクロバス（定員：大人３人、児童３８人）　　　  徳永口発  ７：５９　　　　谷 合 着   ８：０５　　　

　　②　送迎各１便（２コース）　　 　　　谷 合 発 １５：２０　      徳永口着１５：２６　

そ　　の　　他

【コミュニィティーバス懇話会】 【参　考】　〈保育所児童送迎バス関係〉 【小・中学校児童生徒通学バス関係】

　 コミュニィティーバスの運行に関する町長の 　　　保育所児童の通所に関し、利便性を図るた  ①　いわ桜小学校児童の通学の用に供するため

　諮問機関で、主に次の事項に関する答申及び 　め、希望者のみを対象に運行している。 　 神崎線を利用し、朝夕各１本運行している。

　　　  より措置されている。　 　　　  より措置されている。　

　　　　県補助金）として町に交付されている。 　　　　県補助金）として町に交付されている。

　　　　　 残額の８割については、特別交付税に 　　　　　 残額の８割については、特別交付税に

　　　※　内１２，０６７千円（上記補助金の１／３） 　　　　（運行経費－運行収入等）を基本に交渉。 　　　※　内１５，６３４千円（上記補助金の１／３）

　　　　は、市町村自主運行バス運行費補助金（ 　　　　は、市町村自主運行バス運行費補助金（

　　岐阜乗合自動車株式会社に対する補助金　　

　　　 ３６，２０２千円　　（運行経費－運行収入等）　　　　 ９，７００千円　　　 　　 ４６，９０３千円　　（運行経費－運行収入等）　
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補 助 金 等

【平成１２年度実績】 【平成１２年度実績】 【平成１２年度実績】

　　岐阜乗合自動車株式会社に対する補助金　　 　　岐阜乗合自動車株式会社に対する補助金　　

項　　　　　　　目 高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

調 整 の方 針
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３　　前条第２項の規定は、前項の許可について準用する。

　　貸切バスの乗合運送許可

　　貸切バス事業者

　　中部運輸局長

　　廃止代替路線又は交通空白地帯

　　無し

　　貸切バス事業者（注）

　　貸切バス事業者

　　自由に設定可能

（注）　市町村が保有する車両等を貸与する場合もある。

　　車両・車庫の帰属

　　事 故 等 の 責 任

　　運賃・ダイヤ・バス停

　　許　　可　　権　　者

　　許　　可　　路　　線

　　許　　可　　期　　限

　 ②　自主運行バス
　　①道路運送法第２１条（貸切バス事業の乗合運送許可） 　　許　　可　　形　　式

　　②道路運送法第８０条（市町村による有償運送許可） 　　運　　行　　主　　体

①　路　線　バ　ス　　 　　道路運送法第４条（一般旅客自動車運送事業許可） 項　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容

２　  自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。

参　考　資　料 〔　　バ　　ス　　事　　業　　の　　種　　類　　〕 道路運送法第２１条許可路線の概要

２　一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別（前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。）について行う。

（有償運送の禁止及び賃貸の制限）

第８０条　自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通

　 大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

【参　考】

（一般旅客自動車運送事業の許可）

第４条　 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

第２１条   一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。

　 （１）　災害の場合その他緊急を要するとき。

　 （２）　一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。

項　　　　　　　目 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

参　考　法　令 道路運送法（抄）

調 整 の方 針
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